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１ はじめに 

 近代市民社会は、国民の最低生活を保障し、国民生活の安定と社会の安寧・発展を図るた

めに、社会のセーフティネットとしての社会保障制度を確立してきた。日本においても、社

会保険や公的扶助といった所得保障制度を整備してきた。しかしながら、国民の自立生活を

支援する対人援助としてのソーシャルワークは必ずしも十分に展開されてきたとは言いが

たい。このソーシャルワークとは、社会福祉援助のことであり、具体的には人々が生活して

いく上での問題を解決なり緩和することで、利用者の質の高い生活（ＱＯＬ）を支援してい

くことである。そのため、ソーシャルワークは、人々が社会サービスを活用しながら、自ら

の力で生活問題を解決していくことを支え、人々が生活する力を育むよう支援することを言

う。その支援の過程において、必要があれば既存の社会サービスで足りない問題解決のため

の社会資源の開発をはじめとした社会環境面での改善にも努めることである。また、ソーシ

ャルワークは障害のある人であっても、他の市民と同等のごく当たり前の生活ができるよう

にするのが当然だとするノーマライゼーションの思想を尊重する。また、人々が健康で文化

的な生活が営めるよう、社会全体の中に自立生活上何らかの支援を必要としている人々を、

社会の構成員として包みこんでいくソーシャルインクルージョンの考え方を実現すること

でもある。このようにソーシャルワークの目的は人々の人権を擁護することにある。ソーシ

ャルワークは、国民の最も身近なところで、セーフティネットの中核を担うものである。 

 1956（昭和 31）年に創設された国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW: International 

Federation  of Social Workers）には、「社団法人 日本社会福祉士会」や「社団法人 日

本医療社会事業協会」等も加盟しているが、この国際ソーシャルワーカー連盟は2000（平成

12）年のモントリオール大会で、ソーシャルワークを以下のように再定義している。 

 

 ソーシャルワーク専門職は、ウェルビーイングの状態を高めることを目指す。そのために、

人びとのエンパワーメントを促し、人々を抑圧から解放するために、人間関係における問題

解決を図り、社会の変革を進めることにある。ソーシャルワークは、人間の行動と社会シス

テムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権

と社会公正の原理は、ソーシャルワークが拠り所とする基盤である。（「日本ソーシャルワー

カー協会」の訳を一部訂正） 

 

 このソーシャルワークの考え方は、古く大正時代にアメリカから紹介されたが、戦後長ら

く所得保障としての生活保護や社会福祉施設への入所といったサービスが行政責任により

行われており、国民の自立生活を支援するソーシャルワークは必ずしも十分に発展してこな

かった。このような状況のなかで、病院の入院患者の生活問題や結核患者・精神障害者の生

活問題に関わる医療分野でのソーシャルワークは一定の成果をあげてきた。その後 1980 年

代後半以降、高齢者や障害者の地域での自立生活を支える多様な在宅福祉サービスが制度化

されることにより、生活支援の考え方が変わってきた。そうした各種在宅福祉サービス制度

の発展に伴い、住み慣れた地域社会の中で高齢者や障害者の自立生活を可能とするソーシャ

ルワークが不可欠となってきた。その業務は高齢者領域での在宅介護支援センター、障害者
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領域における地域生活支援事業、子どもや家庭領域における児童家庭支援センター事業が対

応してきた。それらの業務を通じて、一人ひとりの生活の違いを踏まえたサービスの提供と

自立生活を支援するソーシャルワークが漸く社会的に理解され、国民も強い期待を寄せるよ

うになってきた。 

 ところで、日本では、このソーシャルワークに関する業務を担当する職員の養成と資格が

法的に位置付けられたのは、1987（昭和62）年制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」

により、社会福祉士国家資格制度が成立し、翌年から国家試験と登録が始まってからである。

この法律ではソーシャルワークという用語は使用していないが、社会福祉士をソーシャルワ

ーカーと位置づけており、社会福祉士の業務を法的に、「日常生活を営むのに支障のある者

に対して相談・助言・指導等を行う者」と規定した。さらに、精神保健領域におけるソーシ

ャルワーカーである精神保健福祉士については1997（平成９）年に制定された「精神保健福

祉士法」により国家資格となり、1999（平成１１）年から国家試験が始まった。2003（平成

１５）年５月末現在、社会福祉士49,517 人、精神保健福祉士18,713 人が様々な領域で活躍

している。 

 しかしながら、日本の社会では、子ども虐待への緊急対応、障害者の地域自立生活支援、

要介護高齢者の自立支援等でソーシャルワークをますます必要とする社会状況になってい

るにも関わらず、社会福祉士国家資格発足１５年を経過した今日でも、未だ対人援助として

のソーシャルワークを担う社会福祉士及び精神保健福祉士の任用を制度的に明記されてい

る領域は殆んどなく、ソーシャルワークが展開できる社会システムが十分に整備されている

とはいい難い状況にある。 

このような状況を踏まえ、日本学術会議第18期社会福祉・社会保障研究連絡委員会は、『ソ

ーシャルワークが展開できる社会システムづくり』について、以下の通り提案する。 

 

２ ソーシャルワークを必要とする社会状況とそれに対応する社会システムの不備  

 ソーシャルワークは高齢者、障害者、子ども、ひとり親、さらにはホームレスといった人々

の人権を擁護し、生活問題を解決･緩和することで、人々の生活を支援するものである。そ

のため、社会からのソーシャルワークに対する期待や要請は極めて大きい。 

 こうした社会がソーシャルワークを必要としている現状を受けて、近年、社会福祉人材の

急激な拡大が図られてきた。ソーシャルワーク系大学は急増し、1955（昭和30）年に14校

で結成された「日本社会事業学校連盟」は、1989（平成元）年には40校に増加し、2003（平

成15）年には135校にまで急増している。 

結果的に、ソーシャルワーク系大学を卒業する学生数は、年間約2万人に及んでいる。さ

らに、そうした養成教育を担う教員も急増しており、例えば、「日本社会福祉学会」におい

ては、1973（昭和48）年には730人であった会員が1989（平成元）年には 1，600 人へと増

加し、2003（平成15）年５月現在では約4,400 人にまでなっている。しかしながら、このよ

うに社会福祉士養成が増大しているにもかかわらず、養成された人材がソーシャルワーカー

として機能する場が十分でなく、その人材が活用されていない状況にある。 

 例えば、2000（平成 12）年に成立した介護保険制度の中での介護支援専門員については、
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本来であればソーシャルワーカーが中心となって担うべき業務であるにも関わらず、現実に

は業務独占でないこともあり社会福祉士以外の専門職が多数いる。また、社会福祉施設には

古くから生活指導員等が配置されているが、ソーシャルワークとしての視点が弱く、必要と

される援助計画の作成・実施においてソーシャルワーク業務を展開できていない状況にある。

更には、子どもの領域での児童養護施設では従来から児童指導員が配置されてきたが、虐待

問題対応において、家族関係の調整等のソーシャルワークがますます重要になってきている

にもかかわらず、ソーシャルワークが展開できていない現状にある。 

 以上のように、ソーシャルワークに対する社会の期待や要請と、それに応えるべきソーシ

ャルワーカーの養成・任用のあり方等との間に齟齬が生じているといえる。社会的には、様々

な生活問題との関わりで、自立生活を支援するソーシャルワークの必要性が高まっているに

も関わらず、ソーシャルワーク教育を受けた学生の就職に関して言えば、社会福祉士をソー

シャルワーカーとしてではなく、介護職として採用している場合が圧倒的に多いといった現

状がみられる。それはソーシャルワーカーとしての社会福祉士を任用する社会システムが整

備されていないことの反映である。 

 この齟齬を解消できるかどうかは、ソーシャルワーク教育関係者自らが大学等での養成に

おいて内的な努力を行い、社会的に評価され、地域で必要だと思われる質の高いソーシャル

ワーカーを養成し輩出することができるかどうかにかかっている。そのためにも、ソーシャ

ルワーク実践をもとに、人々の行動と社会システムに関する理解を深め、人々が生活してい

く上で遭遇するニーズとその解決方法についての一層の理論化を進めていくことが重要で

ある。 

 他方、外的には環境条件を整備することによって、社会からソーシャルワークに対する適

切な評価や承認を得ることで、ソーシャルワークが広く市民権を獲得していくことも求めら

れる。それは、法律等で規定された生活指導員・生活支援員等の社会福祉関係の職員の任用

規定に社会福祉士の任用を明記させることを含め、ソーシャルワークがより高度な専門職と

して社会的承認を得られるかどうかである。 

本報告では、ソーシャルワークが展開できる社会システムづくりに向けて、①ソーシャル

ワーカーの任用のあり方、②ソーシャルワーカーの養成のあり方、③ソーシャルワーカーの

研修のあり方について、その現状と課題を提示することで、ソーシャルワークが社会的承認

を得ていくために、外的な環境条件を整備していくことについて提案するものである。 

 

３ ソーシャルワーカーの任用 

（１）現状 

  1988（昭和63）年度から始まった国家資格である社会福祉士資格制度は発足後１５年が経

過しているが、ほとんどの機関・団体・施設における法的な職員任用において社会福祉士有

資格者が必置要件となっていない。現実に社会福祉士の任用を法的にうたっているのは、児

童相談所の所長および児童福祉司等であり、社会福祉士国家資格制度発足後の社会福祉士の

活動実績が評価され、制度に反映されていないのが現状である。（添付資料Ⅱ参照） 
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（２）課題 

① 社会福祉領域でのソーシャルワーカーとしての社会福祉士の任用制度が改善されなけ

ればならない。具体的な任用先としては、行政機関である県福祉事務所や社会福祉課、身

体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所等が考えられる。また、各種の入所や通所の

社会福祉施設(保育所を含む)、社会福祉協議会、あるいは障害者地域生活支援センター等

の生活支援事業実施施設等においても、施設長や指導員・生活支援員等に社会福祉士を任

用するよう法律や通知を改正するよう働きかけていく必要がある。 

 

② ソーシャルワークは個々人の権利擁護を前提にして、自立した生活支援を目的としてい

るだけに、ソーシャルワーカーとしての社会福祉士の活動は社会福祉領域だけでなく他の

サービス領域でも有用である。それらには、医療、教育、雇用、司法等での領域が考えら

れ、それらの分野でのソーシャルワーカーの活躍が大いに期待できる。 

こうした職場としては、具体的には、精神科を含めて退院計画を推進する病院ソーシャ

ルワーク、不登校児やいじめを受けている児童・生徒に対する学校ソーシャルワーク、ホ

ームレスや障害者の就労自立支援のソーシャルワーク、非行少年の自立生活援助、保護観

察、家庭裁判所調査官の業務や家庭裁判所の家事調停、少年審判等の司法分野におけるソ

ーシャルワーク、また地域福祉権利擁護事業や成年後見制度における権利擁護・自立支援

に関わるソーシャルワーク等、ソーシャルワーカーとして社会福祉士が任用される制度的

方途を緊急に整備していく必要がある。 

 

③ こうした全国的な任用制度の確立に向けて展開していくのと同時に、地方分権の時代に

あっては、個々の自治体で、ソーシャルワーカーとしての社会福祉士及び精神保健福祉士

の任用を考えていく必要がある。一部の都道府県や政令指定都市では、社会福祉専門職の

採用を実施しているが、都道府県等に限らず、最も身近な利用者の相談窓口となる市町村

においてこそ、社会福祉士を任用し配置していくことが必要である。 

現在、多くの市町村では地域福祉計画を、都道府県では地域福祉支援計画を策定してい

る段階にある。この計画において、地域住民の人権を守り自立生活を支援できる人材とし

てのソーシャルワーカーとしての社会福祉士配置の必要性を明示していくよう働きかけ

ていくことが求められる。 

 

４ ソーシャルワーカーの養成 

（１）現状 

  ソーシャルワーカーとしての社会福祉士の養成は、数的には４年制大学が多いが、この社

会福祉士を養成している教育機関の総数は283校ある。これらの内訳は４年制大学が153校、

専修学校が66校、大学院が2校、短期大学が22校、これ以外に厚生労働大臣認可の養成施

設が 40 校である。これらの養成機関のうち 215 校が加盟し、「社団法人 日本社会福祉士養

成校協会」を結成し、社会福祉士養成の推進を図っている。他方、精神保健福祉士の養成は、

４年制大学87校、専門学校41校で担われており、社会福祉士と精神保健福祉士の両者を養
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成し、両者の国家資格受験資格を出している４年制大学は85校である。 

 他方、社会福祉士の養成教育を含めつつも、広くソーシャルワーク教育・社会福祉教育を

している大学の組織として「日本社会事業学校連盟」がある。これは社会福祉士を養成する

４年制大学135校を含む学校により組織され、幅広くソーシャルワーク教育の推進を図って

きている。これら４年制大学135校の内では、博士課程前期（修士課程を含む）を設置して

いる大学が64校、博士課程後期を設置している大学が36校となっている。これら大学や大

学院は急激に増加しており、ここ十年で大学は約3.4倍、博士課程前期は3.2 倍、博士課程

後期は3倍になっている。 

 

（２）課題 

① 広く国民の自立生活支援を担うソーシャルワーカーの質の維持・向上は国民一人ひとり

にとっても大きな関心事といえる。これまでの養成実績を継承しながら、さらなる水準の

向上をめざし努力していく必要がある。 

社会福祉系大学は、文部科学省の大学設置の「例外規定」条項との関わりもあり、ここ

10年急速に増大している。しかしながら、その教育水準は、国全体の規制緩和政策を受け

た大学設置の認可要件の大幅緩和に伴い、必ずしも望ましい状況にあるものばかりとはい

えない。文部科学省は、ソーシャルワーカーとしての社会福祉士、精神保健福祉士が対応

する問題の困難さを勘案し、社会福祉教育に関し、教育内容、教育方法、教育条件及び教

員組織等の教育水準をより厳格に審査し、社会福祉教育の水準向上を図るよう助言・指導

を積極的に行う必要がある。 

 

② ソーシャルワーカー養成機関が質の高い教育を実施していくためには、教育や研究水準

について自己点検・自己評価や第三者評価が必要不可欠である。とりわけ、国全体として

一定の学校数・学生数の確保ができている４年制大学においては、自己点検・自己評価や

第三者評価が不可避の状況にあると言える。同時に、ソーシャルワーカー養成という視点

で教育や研究を高めていくことを目的に組織されている「社団法人 日本社会福祉士養成校

協会」や「日本社会事業学校連盟」が、公正中立な立場に立ち、ソーシャルワークの研究

や教育についての評価機関としての役割を果たすことは組織の目的とも合致しており、そ

うした活動が期待される。 

さらに、個々の機関の評価結果を公に開示していくことまで進めることで、ソーシャル

ワーカー養成機関全体の教育や研究水準を高めることができ、個性豊かな養成機関づくり

につながっていくことになるといえる。 

 

③ 他方、大学院教育においては、文部科学省の専門職大学院構想にみられるように、研究者

養成のみならず、既存の仕組みとは別の高度専門職の養成が求められている。そうした人

材を育成することで、社会福祉実践現場でのスーパーバイザーや施設長等の経営・管理に

あたる管理職を養成することができる。そのためには、ソーシャルワーク専門職大学院の

創設を計画的に進めていかなければならないが、その際には、「日本社会事業学校連盟」が
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イニシアチブをとり、専門職大学院の研究と教育の水準をレベルアップさせることが肝要

であり、大学院の外部評価機構の体制を整えることが求められる。 

 この評価については、大学院を高度専門職養成と研究者養成に分離し、それぞれ別の角

度から自己点検・自己評価や第三者評価を行うことが求められる。「日本社会事業学校連

盟」は外部からの評価者の参画を得て、独立した評価機関としての役割を果たしていくこ

とが期待される。 

 

④ ４年制大学の 135 校の内で 24 校は既に社会福祉士の受験資格だけでなく、同時に介護

福祉士の国家資格も取得させている。この二つの資格とも、その業務の対象として「日常

生活を営むのに支障がある者」を想定しており、その上で、両者の共通のサービス利用者

に対して、社会福祉士が相談・助言・指導等に対して、介護福祉士は入浴・排せつ・食事

等の介護であり、両者は連携して業務を行ってきている。 

今後は、両者が一体的な活動を展開できるように、一定の経験を積んだ介護福祉士資格

者が社会福祉士の国家資格受験資格を取得できるように検討することが必要である。これ

については、第13期社会福祉・社会保障研究連絡委員会（委員長 一番ヶ瀬康子）が『社

会福祉におけるケアワーカー（介護職員）の専門性と資格制度について（意見具申）』（昭

和 62 年３月２日）を出し、その中でケアワーカーとソーシャルワーカーの間では一定の

条件を付して相互に資格を互換する途を開くことの必要性を指摘してきた。これらのこと

を踏まえ、両資格制度間での連続性を確保していく途を開くためにも、国家資格試験制度

そのものの検討が必要である。 

 

⑤ 社会福祉の分野においても国際化の影響は大きい。海外におけるNGOの活動上において

も、在住外国人の生活問題への支援においてもソーシャルワークは求められており、国際

的視点からソーシャルワーク実践のあり方も考える必要がある。現在の社会福祉士は日本

国内の資格であり、それも名称独占により事業を行っている。ただ、こうした資格は本来

日本だけでなく、他の国々でも通用する資格となっていくことが求められている。 

現在、国際ソーシャルワーカー連盟も国際的なソーシャルワーカーの資格基準づくりを

始めているが、今後はソーシャルワーカーのグローバルスタンダードづくりが必要となっ

ている。日本においても、社会福祉士や精神保健福祉士のシラバスや国家試験の出題基準

を国際的な視点から見直すことが必要である。そのためにも、日本国内のソーシャルワー

クに関する職能団体や養成機関団体が「国際ソーシャルワーカー連盟」や「国際社会事業

学校連盟」に積極的に参加することで、日本のソーシャルワーカーが国際的にも活躍でき

うる準備を始めなければならない。 

 

５ ソーシャルワーカーの研修 

（１）現状 

 ソーシャルワーカーの職能団体である「日本ソーシャルワーカー協会」、「社団法人 日本

社会福祉士会」、「日本精神保健福祉士協会」、「社団法人 日本医療社会事業協会」がそれぞ
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れ独自の研修を行うことで、それぞれの専門職のレベルアップを図ってきている。また、そ

れぞれの有資格者が勤務し所属している組織である「全国老人福祉施設協議会」「全国身体

障害者施設協議会」「全国児童養護施設協議会」等が、職員に対して独自の研修を実施して

いる。 

一方、日本社会福祉士会では、日本医療社会事業協会と連携して、社会福祉士の生涯研修

カリキュラムの検討を共同で行い、共同研修プログラムを開始した。今後とも、このような

社会福祉士に対する継続的で体系的な研修が実施されていくものと期待できる。 

 

（２）課題 

① ソーシャルワークのカバーする領域は多様である。そのため、個々の職能団体が領域別

に行う研修だけでなく、組織を超え横断的に生涯研修体制を構築することで、ソーシャル

ワーク専門職として恒常的に成長していくシステムを作っていくべきである。 

ここでは、上記の「日本ソーシャルワーカー協会」、「社団法人 日本社会福祉士会」、「日

本精神保健福祉士協会」、「社団法人 日本医療社会事業協会」が協働してその任を果たし

ていくことを期待したい。 

その際に、研修内容については社会福祉士の養成機関の全国組織である「社団法人 日

本社会福祉士養成校協会」や「日本社会事業学校連盟」からの支援が不可欠であり、両者

の関係を強化していくことが必要である。 

 

② ソーシャルワークの専門性を高めることに意欲をもち、かつそうした専門性を活かせる

環境を作り出していくためには、現状の社会福祉士資格制度の上に、専門領域別の上級ソ

ーシャルワーカー（仮称）の認定制度の創設が求められる。既に、第 17 期社会福祉・社

会保障研究連絡委員会（委員長 仲村優一）が『社会サービスに関する研究・教育の推進

について』（平成 12 年 5月 29 日）という対外報告で、研修体系としてまとめた、地域を

基盤としたジェネリックソーシャルワークと高度・専門分野の専門性の高いスペシフィッ

クソーシャルワーカーの二段階研修体系の枠組を継承していく必要がある。ここではさら

に、後者の専門性の高いスペシフィックソーシャルワーカーについては、専門職大学院と

も関わらせて上級ソーシャルワーカー（仮称）として資格認定制度（サーティフィケーシ

ョン）を創設することを提案する。 

  このような研修システムと資格認定制度（サーティフィケーション）を構築するために

は、「社団法人 日本社会福祉士会」等の職能団体、「社団法人 日本社会福祉士養成校協会」

や「日本社会事業学校連盟」といった養成機関の団体、「日本社会福祉学会」や「日本社

会福祉実践理論学会」といった学会組織が相互に一致協力して進めていくことが不可欠で

ある。 

その意味では、第 18 期日本学術会議社会福祉・社会保障研究連絡委員会（委員長大橋

謙策）が提案し組織化された「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」はソーシャル

ワークの職能団体、養成機関団体、日本学術会議社会福祉・社会保障研究連絡委員会に登

録している学術団体としての諸学会を横断的に組織化したものであり、この協議会がイニ
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シアチブをとり、具体的な協議を進めていく必要がある。 

  さらには、そうした上級ソーシャルワーカー（仮称）を社会的に受け入れられる体制を

確保するために、「ソーシャルケアサービス従事者研究協議会」は、「日本社会福祉施設経

営協議会」を始め、多くの施設・団体・協議会との連携が求められる。こうした資格認定

制度を導入することにより、スーパーバイザーを育成していくことにつながる。スーパー

バイザーは、一方では専門職大学院の創設によって進めていくことができるし、他方では

実践現場の経験者からも資格を保持することにより養成していくこともできることにな

る。 

 

６ まとめ 

国民の自立生活を支援する対人援助としてのソーシャルワークは、誰もが生活課題に取り

組む力を持った人であるとの確信のもと、一貫して「人と環境との関係に焦点をあてた支援」

を実施してきた。一人ひとりが生活する上で、置かれている生活・社会環境に向き合うとき、

誰もが多かれ少なかれ支援を必要とする生活課題に出会うであろう。今日、そうした生活課

題は個人的な要因や社会的な環境的要因がさまざまに関わりあい益々複雑になってきてお

りソーシャルワークがその力を発揮することが強く求められている。 

こうしたソーシャルワークが基本とする姿勢を裏付けるように、WHOは 2001（平成 13）年

５月に20年ぶりに従来の国際障害分類を国際生活機能分類（ICF）へ改正した。この考え方

は1980（昭和55）年の国際障害分類（ICIDH）である、身体的な不全（impairment）を障害

の基本に据える考え方を変え、個人的な諸要因と社会的な環境要因を踏まえ、心身機能・構

造、活動、参加の側面から健康や障害を同じ次元で規定しようとしている。この国際生活機

能分類は障害という課題に向き合う人だけの枠組みではなく、誰もが共有している人間の生

活機能の枠組みを提供し、共生社会をめざすソーシャルワークに期待される国民の自立生活

支援のあり方を示唆している。 

人々の生活や健康を守っていくうえで、ソーシャルワークの社会的使命はきわめて大きい。

国際的潮流をも見極め、ソーシャルワーカーの任用や養成・研修を改善、充実することで、

人間のウェルビーイングの増進を目指すソーシャルワークが日本社会に定着することを願

い、本提案を社会に向けて提示するものである。 
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【用語の解説】 

セーフティネット 

 セーフティネット（生命・存在・生活の安全網）とは、全ての国民が社会生活を送る上で、

脱落することなく、社会の一員として生活できうるよう支える社会システムのことである。

社会保障、社会福祉はその中核的なシステムである。 

一人ひとりがその生命と存在を守られ、安心して生活できるためには、社会福祉・社会保

障等の制度が整えられるとともに、地域の助け合いや支え合いのシステムが構築されること

が必要である。しかし、現実には、制度の枠から外れ、また地域で孤立している人々が増加

している。またサービスの担い手の多元化と分業化、そして社会サービスのシステムが措置

から契約に移行する過程で、利用者の自立した生活を支える最終的な責任が曖昧になってい

るという指摘も多くなされている。 

セーフティネットの推進主体である行政、社会福祉法人等の役割を確認し、住民等の活動

との関わりにおいて、ソーシャルワーカーである社会福祉士による具体的なプログラムの開

発が急務となっているのである。 

  

ノーマライゼーション 

   ノーマライゼーションの思想は、1950 年代、デンマークの親の会による知的障害者施設

処遇改善運動を契機に提唱され、その後、北欧、北米を中心にその概念が確立されてきた。

知的障害のある人に、その社会の市民に提供されている普通の生活条件、生活様式を同等の

権利として提供していくこと、すなわち、障害のある人の生活を「ノーマル」にすることを

強調するものである。それは、障害のある人が、他の市民と同じように当たり前の生活がで

きる社会の建設を目標とする考え方でもある。 

日本では、1981〔昭和56〕年の国際障害者年を契機に障害者福祉施策を推進する理念とし

て認識されるようになり、今日では、障害者福祉分野のみならず、広く社会福祉の基本的理

念の一つでもある。 

 

ソーシャルインクルージョン 

 貧困者やホームレス、文化的な相違によって社会において孤立している日本国籍を有しな

い住民等を社会から排除された人々としてとらえ、共に生き、支え合い、誰もが排除されな

い社会づくりをめざす概念である。ちなみに、従来ノーマリゼーションの理念を具体化する

ための概念として「ソーシャルインテグレーション」（社会的統合）が用いられていたが、

インテグレーションは、多数に少数を統合するという価値の強制をもたらすという危険性が

あるとの批判がなされ、多様性を認め合いながら、地域住民が共に築くというプロセスを重

視したソーシャルインクルージョンの考え方が強調されてきている。 

 なお、「社会的な援助を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」報告書（平

成12年 12月８日、厚生省社会援護局長による報告書」に、ソーシャルインクルージョンと

いう概念が取り入れられている。 
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ウェルビーイング 

 日本語では「ウェルフェア」も「ウェルビーイング」も「福祉」と訳されている場合が多

かった。だが、英語ではその意味は区分され用いられている。ウェルビーイングは個人の人

権の尊重を前提に自己実現の促進を目的とした積極的でより権利性の強い意味合いを含ん

だものとして理解されている。ウェルフェアは、その前史として、貧困対策としての救貧的、

慈恵的イメージを伴ってきた。 

ウェルビーイング（we11-being）は，1946〔昭和 21〕年世界保健機構（WHO）憲法草案の

中にも登場している。Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absent of disease or infirmity. このウェルビーイング

を「安寧」「良好な状態」「福祉」などと訳し用いてきた。さらに、国連国際家族年や国連子

どもの権利条約のキーワードとして注目された。 

最近では、国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW: International Federation of Social 

Workers）は、2000（平成 12）年のモントリオール大会で、ソーシャルワークを再定義し、

「ソーシャルワーク専門職は、ウェルビーイングの状態を高めることを目指す。」としてい

る。 

 

社会福祉士と精神保健福祉士 

 共にソーシャルワーク業務を担う専門職として、以下の法律でその資格が規定されている。

社会福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法（1987〔昭和 62〕年）で、「専門的知識及び技

術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により、日常生活を

営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行なうことを

業とする者」（法第2条第１項）とある。また、精神保健福祉士は、精神保健福祉士法（1997

〔平成５〕年）で、「精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精

神病院その他の医療施設において精神障害者の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促

進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指

導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうことを業とする者をいう」

（法第2条定義）とある。 

 

グローバルスタンダード 

 さまざまな活動母体が国枠を超えて国際的に活動しようとするとき、合理的な選択やリス

クを最小限にしようとするなどの働きが起きてくる。その際、基準化したルールなどが必要

とされる国際的に認められた基準をいう。近年、社会サービスの質の向上をめざして導入さ

れた第三者評価にみられるように、ISO（国際標準化機構）など公的な機関に正式に認めら

れることでその承認をえていくという方法がみられる。 

 

WHO の新しい障害定義 

 WHO の障害分類が注目されたのは、国際障害者年（1981〔昭和56〕年）を期に提案された

国際障害分類（ICIDH：International Classification of  Impairments, Disabilities, and 
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Handicaps）である。今回の提案も国際疾病分類の補助分類として位置づけられていること

に変わりはない。その提案と同時に、国際的にその定義をめぐって関係者によって検討を重

ね、今回は、それらを踏まえての提案である。 

2001 年 5 月の国連総会で国際生活機能分類（ICF: International Classification of 

Functioning, Disability, and Health）として新しい提案が承認された。これまでの分類

と異なり、障害のある人に限定するものでなく、全ての人に関する分類である。しかし、保

険、社会保障、労働、教育、経済、社会政策、立法、環境整備などの領域にも応用できると

している。 

その目的が「健康状況と健康関連状況を示すにあたって、統一的で標準的な言語と概念的

枠組みを提供すること」とあるように、健康分類および健康関連分類である。これらが、身

体、個人、社会という視点から①心身機能構造（body functions and structure）と②活動

（activity）と参加（participation）の基本リストに分けられ、その人にとっての生活機

能（functioning）という肯定的側面と機能障害、活動制限、参加の制約という否定的側面

を包括的に捉えようとするものである。 

また、一方、［生活機能と障害（disability）］の要素と相互に影響しあう背景要因（環境

因子と個人因子）を位置づけている。個人因子は文化・社会の相違の影響が強く分類しがた

いとされ、環境因子についてのみ物理的環境、社会的環境、人々の社会的態度などに要素化

されている。 

 


